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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

主な対象鳥獣 
ニホンザル、イノシシ、ニホンジカ、ハクビシン、タヌキ、

アナグマ、アライグマ、ツキノワグマ、鳥類 

計画期間 令和５年度～令和７年度 

対象地域 神奈川県 伊勢原市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 被害の現状  

 品 目 被害数値  

ニホンザル 

果樹 

野菜 

0.06ha 

0.04ha 

82千円 

172千円 

 

 

小計 0.10ha 254千円  

ニホンジカ 

果樹 

野菜 

いも類 

水稲 

0.78ha 

0.12ha 

0.01ha 

0.07ha 

3,138千円 

831千円 

29千円 

76千円 

 

小計 0.98ha 4,074千円  

イノシシ 

果樹 

野菜 

いも類 

水稲 

0.70ha 

0.21ha 

0.01ha 

0.11ha 

1,811千円 

136千円 

20千円 

120千円 

 

 

 

 

小計 1.03ha 2,087千円  

ハクビシン 

果樹 

野菜 

豆類 

0.11ha 

0.06ha 

0.04ha 

976千円 

139千円 

47千円 

 

 

 

小計 0.21ha 1,162千円  

タヌキ 

果樹 

野菜 

0.008ha 

0.002ha 

22千円 

6千円 

 

 

小計 0.01ha 28千円  

アナグマ 
果樹 0.02ha 72千円  

小計 0.02ha 72千円  

アライグマ 

果樹 

野菜 

0.06ha 

0.00ha 

364千円 

3千円 

 

 

小計 0.06ha 367千円  

ツキノワグマ 小計 0.00ha 0千円 

鳥類 

果樹 

野菜 

水稲 

豆類 

0.43ha 

0.08ha 

0.04ha 

0.02ha 

2,891千円 

480千円 

42千円 

19千円 

 

 

 

 

小計 0.56ha 3,432 千円 
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その他・不明 小計 0.08ha 491千円  

合計 
【被害面積】

3.04ha 

【被害金額】 

11,967 千円 

 

（２）被害の傾向 

○ニホンザル 

 市内には、丹沢地域個体群に属する２つの群〔日向群（34頭※1）・鐘ヶ嶽群

（31頭※1）〕が生息しており、年間を通じて農作物（主に果樹や野菜）への被

害を発生させている。また、２つの群については、行動域が人の生活圏に及ん

でいるため、人家侵入や人への威嚇等の生活被害を慢性的に発生させている。 

さらに、ハナレザルについては、人慣れした個体が市街地にも頻繁に出没し

ており、生活被害がいつ発生してもおかしくない状況である。 

○ニホンジカ 

 里山に生息し、山際の農地に出没する個体数が増加し、農作物への被害が依

然、多く発生している。また、農地と住宅地が混在している場所においては、

昼夜問わず目撃されるなど、人身事故の発生等が懸念されている。 

 さらに、ヤマビル運搬動物のため、農業者、地域住民、観光客等へのヤマビ

ルによる吸血被害を誘発している。 

○イノシシ 

 里山に生息し、山際の農地に出没する個体数が増加し、農作物への被害のほ

か、農地の掘り起こしや畦畔の崩壊等、農業に深刻な影響を及ぼしている。ま

た、市街地への出没が確認されるなど、人身事故の発生等が懸念されている。 

 さらに、ヤマビル運搬動物のため、農業者、地域住民、観光客等へのヤマビ

ルによる吸血被害を誘発している。 

 加えて、市内の野生イノシシの間で、豚熱の感染が令和２年度から毎年継続

して確認されており、畜産業への影響が危惧されている。 

○ハクビシン、タヌキ、アナグマ、アライグマ 

 市内全域で生息が確認され、農作物被害及び人家侵入等の生活被害が増加し

ている。 

○ツキノワグマ 

 出没年には、山際の果樹（カキ・ミカン）を中心に被害が発生している。ま

た、住宅地や民家の軒先で出没が確認されるなど、人身被害等が懸念されてい

る。 

○鳥類 

 市内全域において、果樹・野菜の播種時、収穫直前に食害等の被害を及ぼし

ている。また、市街地でのフン害や鳴き声による騒音、ゴミを荒らす等の被害

が増加している。 

更に、カラスについては、繁殖期にヒナを守るために人間を攻撃する人身被

害も発生している。 

加えて、国内で令和４年度初となる野鳥による高病原性鳥インフルエンザの

感染が市内で確認され、畜産業への影響が危惧されている。 

※１ 令和３年度神奈川県ニホンザルカウント調査数 
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（３）被害の軽減目標 

指標 現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害金額 １１，９６７千円 ９，５７３千円 

被害面積   ３．０４ｈａ ２．４３ｈａ 

被害減少率 
 被害金額、被害面積 

とも２０％以上削減 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

捕

獲

等

に

関

す

る

取

組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個体数調整」 

○ニホンザル 

 第４次神奈川県ニホンザル管理計

画に基づき、市、鳥獣被害対策実施

隊、有害鳥獣対策協議会、専門業者

が連携し、更に地域住民等と一体と

なり個体数調整を実施 

・わな（箱わな、大型捕獲檻）によ

る捕獲後、止めさしは実施隊 

・銃器（装薬銃・空気銃・麻酔銃）

による捕獲 

 

○ニホンジカ 

 第４次神奈川県ニホンジカ管理計

画に基づき、市、鳥獣被害対策実施

隊、有害鳥獣対策協議会、専門業者

が連携し、更に地域住民等と一体と

なり個体数調整を実施 

・わな（箱わな、大型捕獲檻、くく

りわな）による捕獲後、止めさし

は実施隊 

・銃器（装薬銃）による捕獲 

・鳥獣被害緊急対策事業として、捕

獲奨励金を拡充して交付 

 

「有害捕獲」 

○イノシシ 

神奈川県イノシシ管理計画に基づ

き、市、鳥獣被害対策実施隊、有害

鳥獣対策協議会、専門業者が連携し

、更に地域住民等と一体となり有害

捕獲を実施 

「個体数調整」 

○ニホンザル 

・わなの適正な管理（餌交換、周辺

整備等） 

・ハナレザルの効果的な対策 

 

 

 

 

 

 

 

○ニホンジカ 

・銃器による捕獲が困難な地域での効

果的な手法の検討 

・わなの適正な管理（餌交換、周辺整

備等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「有害捕獲」 

○イノシシ 

・銃器による捕獲が困難な地域での効

果的な手法の検討 

・わなの適正な管理（餌交換、周辺整

備等） 
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 従来講じてきた被害防止対策 課題 
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・わな（箱わな、大型捕獲檻、くく

りわな）による捕獲後、止めさし

は実施隊 

・銃器（装薬銃）による捕獲 

・鳥獣被害緊急対策事業として、捕

獲奨励金を拡充して交付 

・豚熱への罹患を判別するための県

等との調整 

 

○ハクビシン、タヌキ、アナグマ 

 市の捕獲許可に基づき、申請者が

被害予察による捕獲を実施。希望が

ある場合は、箱わなの貸出しや動物

の回収、止めさしを実施 

・設置及び管理：申請者 

・箱わなの貸出し回収：市等 

・止めさし：実施隊 

 

○ツキノワグマ 

神奈川県人里でのツキノワグマ出

没時の対応マニュアルに基づき、市

、県関係機関、鳥獣被害対策実施隊

、有害鳥獣対策協議会、専門業者が

連携し、更に地域住民等と一体とな

り捕獲を実施 

 

○鳥類 

 市の捕獲許可により、被害予察に

よる銃器捕獲を実施隊等が実施し、

カラスについては大型捕獲檻での捕

獲を実施 

 

「計画的捕獲」 

○アライグマ 

 第３次神奈川県アライグマ防除実

施計画に基づき、市、鳥獣被害対策

実施隊、有害鳥獣対策協議会が連携

し、更に地域住民等と一体となり被

害防止対策を実施 

・箱わな（設置及び管理：農業者）に 

より実施、止めさしは実施隊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ツキノワグマ 

・銃器による止めさしが困難な場所

での捕獲手法の整理 

 

 

 

 

 

○鳥類 

・市街地での効果的な手法の検討 

・カラスの大型捕獲檻における、お

とりカラスの管理、檻の機動性の

低さ 

・駆除個体の処分方法の調整 
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 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕

獲

等

に

関

す

る

取

組 

 ○対象鳥獣共通 

・農業後継者不足や荒廃農地増加に伴

う鳥獣の生息域の拡大 

・猟友会の高齢化、捕獲の担い手不足 

・実施隊による止めさし及び埋設等に

係る労力負担 

・わなに対する慣れによる捕獲数の減  

 少 

 

 

 

 

 

 

 

 

防

護

柵

の

設

置

等

に

関

す

る

取

組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「被害防除」 

○ニホンザル 

・各地区における組織的な追い上げ

、地域住民による追い払い 

・サル追い払い隊員による追い払い

や追い上げ、生息状況調査 

・地域住民やサル対策関係者への位

置情報のメール発信 

・繰り返し市街地に出没しているハ

ナレザルに対する巡回、追い払い

、注意喚起 

 

○ニホンジカ・イノシシ 

・市街地に出没した際の巡回や追い

払い、注意喚起や捕獲 

 

○ツキノワグマ 

・ヤギの繋牧による緩衝帯整備を実  

 施 

・煙火を用いた追い払いの実施 

・鳥獣被害緊急対策事業として、放棄

果樹や雑木・雑草の除去による集落

環境整備の実施 

 

○対象鳥獣共通 

・放棄果樹の撤去や野菜残渣等の埋

設推進 

 

 

 

 

 

「被害防除」 

○ニホンザル 

・行動域が人の生活圏に及んでいる

ため慢性的に生活被害が発生 

・地域住民の高齢化や担い手、マン

パワー不足 

・人慣れによる追い払い効果の低減 

・発信機の未装着による追い払いの

煩雑化 

・ハナレザルの効果的な対策 

 

 

○ニホンジカ・イノシシ 

・市街地に出没した際の効果的な対策 

 

 

○ツキノワグマ 

・ヤギの管理や定期的な整備等の労力 

・地域と連携した侵入防止柵の設 

置や放棄果樹の除去の徹底方法 

・集落環境整備したエリアにおける

地域と連携した継続的な維持・保

全方法 

 

○対象鳥獣共通 

・農業者や捕獲実施者の高齢化や不

足、農地・山林の荒廃の増加に伴う

鳥獣の生息域の拡大や個体数の増

加、こうした背景による農作物被害

や生活被害の増加 
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 従来講じてきた被害防止対策 課題 

 

 

 

 

 

防

護

柵

の

設

置

等

に

関

す

る

取

組 

（広域獣害防止柵） 

・H14～H16 にかけて県が市内全長

16.5km に渡り広域獣害防止柵（金

網柵）を設置し、その後に市が移管

を受けて有害鳥獣対策協議会等に

より維持管理を実施 

・鳥獣被害緊急対策事業として柵の

修繕に対する補助を実施 

・外部業者による柵の大規模修繕を

実施 

（侵入防止柵） 

・H23～R4 にかけて有害鳥獣対策協議

会により、３戸以上の農地（集落）

を囲う侵入防止柵を設置 

・R02：市内２地区で 4.2km 

・R03：市内２地区で 1.9km 

・R04：市内１地区で 0.6km 

・合計：     約 33.4km 

・R2～R4 にかけて市町村事業推進交

付金を活用し、侵入防止柵等の購入

費に対する補助を実施 

・R02：侵入防止柵 21 件 

防鳥ネット  4 件 

・R03：侵入防止柵 16 件 

・R04：侵入防止柵 10 件 

防鳥ネット  1 件 

（広域獣害防止柵） 

・維持管理の従事者の高齢化 

・老朽化による維持管理費用の増加 

・急傾斜地における危険を伴う管理作  

 業 

（侵入防止柵） 

・設置要件に満たない箇所への設置に

かかる費用負担 

・継続的な維持管理 

・設置を行っていない箇所への被害集  

 中 

 

（５）今後の取組方針 

●取組方針 

本市の鳥獣対策を推進するため、市、市鳥獣被害対策実施隊、湘南農業協同組

合、神奈川県猟友会伊勢原支部等が緊密に連携・協力し、神奈川県等からの指導

・助言等を受けながら、効率的で効果的な防除対策を講じる。 

また、市内等の関係機関で組織する、伊勢原市有害鳥獣対策協議会における情

報共有や事業を推進するため、事務事業や財政的な支援を行うとともに、地域や

住民と一体となって有害鳥獣対策を推進する。 

防除対策の概要としては、人と野生動物の棲み分けを図るための、集落環境診

断・調査や緩衝帯整備、やぶ刈りや放置果樹の除去等の集落環境整備、侵入防止

柵の設置や維持管理、追い払いや追い上げ、個体数調整のための捕獲活動等をバ

ランス良く総合的に推進する。また、各種対策を継続的に実施するため、新たな

人材の発掘や育成等により担い手の確保に向けて取組む。 
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○ニホンザル 

  第５次神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、被害防止対策を実施する。 

個体数調整については、わな（箱わな、大型捕獲檻）や銃器（装薬銃・麻酔

銃・空気銃）、必要に応じてくくりわなを用いた捕獲も検討する。 

被害防除対策については、被害に遭わない集落を目指すため、継続的に組織

的追い上げ・追い払いを実施するとともに、地域住民による追い払い対策等の

支援を行い、被害防除への意識付けを行う。 

○ニホンジカ 

  第５次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき、被害防止対策を実施する。 

個体数調整については、銃器やわな（箱わな、大型捕獲檻、くくりわな）に

よる捕獲を実施する。 

被害防除対策については、広域獣害防止柵の維持管理を強化し、更に侵入防

止柵の設置を促進する。 

○イノシシ 

第２次神奈川県イノシシ管理計画に基づき、被害防止対策を実施する。 

有害捕獲については、銃器やわな（箱わな、大型捕獲檻、くくりわな）によ

る捕獲を実施する。 

被害防除対策については、広域獣害防止柵の維持管理を強化し、更に侵入防

止柵の設置を実施する。 

イノシシの死体や豚熱に罹患していると疑われる個体を発見した場合は、市

や県に連絡する。 

○ハクビシン、タヌキ、アナグマ 

 地域住民が自ら捕獲を進めるため、捕獲技術指導やわな猟免許取得に対する

支援を行うとともに侵入防止柵の設置を促進する。 

○アライグマ 

  第４次神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、被害防止対策を実施する。 

地域住民が自ら捕獲を進めるため、捕獲技術指導やわな猟免許取得に対する支 

援を行うとともに侵入防止柵の設置を促進する。 

○ツキノワグマ 

  神奈川県人里でのツキノワグマ出没時の対応マニュアルに基づき、被害防止対

策を実施し、放棄果樹の撤去、追い払い（煙火・銃器）や侵入防止柵の設置により

出没抑制を図る。 

○鳥類 

銃器や大型捕獲檻等による捕獲を実施するとともに、防鳥ネット設置への支

援などを通じて、被害抑制を図る。 

同じ場所でたくさんの鳥が外傷なく死亡している場合や、猛禽類や水鳥が外

傷なく死亡している等の場合は、鳥インフルエンザが疑われるため、市や県に連

絡する。 
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３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

伊勢原市、鳥獣被害対策実施隊、有害鳥獣対策協議会、専門業者が連携し、更

に地域住民等と一体となり捕獲等を実施するとともに、捕獲の担い手の確保や育

成を行う。また、捕獲された個体は適正に処理する。 

 

１ 銃器捕獲 

○イノシシ・ニホンジカ・鳥類 

第２次神奈川県イノシシ管理計画や第５次神奈川県ニホンジカ管理計画、

鳥類は地域の被害状況に基づき、鳥獣被害対策実施隊等が銃器捕獲を実施す

る。 

○ニホンザル 

第５次神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、鳥獣被害対策実施隊や専門

業者等による効率的な銃器捕獲を実施する。 

 

２ わな捕獲 

○ニホンザル 

   第５次神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、市がわな（箱わな、大型捕獲

檻、くくりわな）を設置し捕獲を進める。また、必要に応じて専門業者等によ

る効率的な捕獲を進める。 

○ニホンジカ 

第５次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づき、鳥獣被害対策実施隊等によ

り、わな（箱わな、大型捕獲檻、くくりわな）捕獲を実施するとともに農業者

等地域住民による維持管理を実施する。 

○イノシシ 

   第２次神奈川県イノシシ管理計画に基づき、鳥獣被害対策実施隊等により、

わな（箱わな、大型捕獲檻、くくりわな）捕獲を実施するとともに農業者等地

域住民による維持管理を実施する。 

○ハクビシン、タヌキ、アナグマ 

農業者等地域住民の要望に応じて箱わなを貸し出し、地域住民による維持

管理を実施する。 

○アライグマ 

第４次神奈川県アライグマ防除実施計画に基づき、箱わなによる捕獲を実

施する。 
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（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

Ｒ５年度 

～ 

Ｒ７年度 

ニホンザル、イノシ

シ、ニホンジカ、ハ

クビシン、タヌキ、

アナグマ、アライグ

マ、ツキノワグマ、

鳥類 

・専門技術者による捕獲技術講習会の開催 

・農業者等の狩猟免許（わな・銃）取得の支援 

・捕獲に効果的な資機材の調査、研究、導入 

・わなの設置場所の検討、調整 

・わなの設置場所、設置数の管理 

・サル追い払い隊員と連携したわなの設置 

状況の把握 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 捕獲計画数 

ニホンザル 

第５次神奈川県ニホンザル管理計画に基づ

き、毎年度策定される神奈川県ニホンザル

管理事業実施計画に設定される捕獲頭数に

準拠し、毎年度策定する市実施計画に設定

する。 

毎年度設定 

ニホンジカ 

第５次神奈川県ニホンジカ管理計画に基づ

き、毎年度策定される神奈川県ニホンジカ

管理事業実施計画に設定される捕獲頭数に

準拠し、毎年度策定する市実施計画に設定

する。 

毎年度設定 

イノシシ 

第２次神奈川県イノシシ管理計画に基づき、

生息状況調査や被害状況等を鑑みて捕獲頭

数を設定する。 

１００頭 

ハクビシン、タ

ヌキ、アナグマ 

出没状況及び被害状況を鑑みて、捕獲頭数を

設定する。 
１５０頭 

アライグマ 

第４次神奈川県アライグマ防除実施計画（令

和５年度のみ第３次計画）に基づき、毎年度

策定する市実施計画に捕獲頭数を設定する。 

毎年度設定 

ツキノワグマ 

神奈川県人里でのツキノワグマ出没時の対

応マニュアルに基づき、人身被害発生の恐れ

がある場合等は、神奈川県等の関係機関と連

携し捕獲を検討する。 

― 

鳥類 
出没状況及び被害状況を鑑みて、捕獲頭数を

設定する。 
４５０羽 
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捕獲等の取組内容 

銃器 年間を通して山間部及び山際の農地を中心に捕獲を実施する。 

わな 
年間を通して箱わな・大型捕獲檻・くくりわなを使用して捕獲を実

施する。 

予定場所 市内全域（銃器については、使用可能な地域に限る） 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

市内全域 該当なし 

 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

Ｒ５年度～Ｒ７年度 

ニホンザル、イノシシ

、ニホンジカ、ハクビ

シン、タヌキ、アナグ

マ、アライグマ、ツキ

ノワグマ 

各実施年度の前年に、侵入防止柵の設置の要望がある地

域の現地調査を行い、出没している鳥獣の種類や被害状

況を把握した後に、維持管理に係る労力等を生産者と協

議した上で、設置距離や柵の種類等を決定する。 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

Ｒ５年度

～ 

Ｒ７年度 

ニホンザル、イノシシ、ニホン

ジカ、ハクビシン、タヌキ、ア

ナグマ、アライグマ、ツキノワ

グマ、鳥類 

広域獣害防護柵の維持管理 
侵入防止柵の維持管理 

緩衝帯の整備（荒廃農地の解消） 
放棄果樹の除去 

サルの組織的追い払いの実施 
被害対策研修会の実施 

生息動向・被害状況の把握 
集落環境診断・調査 

鳥獣被害防止に係る情報発信 
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５．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそ

れがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

伊勢原市 現地調査、住民への注意喚起、パトロー

ル、追い払い、わなの設置・見回り、猟

友会への捕殺依頼、関係機関との連携等 

伊勢原市鳥獣被害対策実施隊 現地調査、パトロール、わなの見回り、

関係機関と連携した捕殺等 

湘南農業協同組合 

【伊勢原市有害鳥獣対策協議会（各

地区有害鳥獣対策協議会を含む）】 

現地調査、住民への注意喚起、パトロー

ル、わなの見回り、猟友会への捕殺依頼

、情報共有等 

神奈川県湘南地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

情報の共有 

神奈川県猟友会伊勢原支部 

（各地区有害駆除班） 

現地調査、捕殺、緊急対応、わなの見回

り、パトロール等 

伊勢原警察署 

伊勢原市消防本部 

現地確認、緊急対応、パトロール等 

 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 
 

６．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣については、苦痛を伴わない安楽死後埋設又は焼却処分を行う。 

 

 

 

 

 

 

市民等

出没情報 被害報告

応援要請

情報提供 情報提供

湘南農業協同組合
伊勢原市有害鳥獣対策協議会

情報提供
応援要請

湘南地域県政総合センター

応援要請

伊勢原警察署

伊勢原市消防本部

鳥獣被害対策実施隊
（一社）神奈川県猟友会伊勢原支部

各地区有害駆除班

応援・捕獲要請

伊勢原市農業振興課
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７．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

利用の経緯 

平成２６年度、有害鳥獣として捕獲された鳥獣肉の有効利用と、

鳥獣肉を市の特産物として地域活性化につなげることを目的と

して、猟友会伊勢原支部大山高部屋有害駆除班が中心となり食肉

処理施設（解体処理施設）を建設した。 

平成２７年度には、ニホンジカ・イノシシ肉の冷凍（真空パック）

ブロック肉の加工販売ができるよう食肉処理施設（加工処理施

設）を増築し、平成２８年６月６日に食肉処理業の許可を受け、

ニホンジカやイノシシの冷凍ブロック肉やミンチ肉の販売を行

っている。 

施設概要 

(1)所在地 神奈川県伊勢原市子易１７１７番地 

(2)名 称 猪・鹿問屋 「阿夫利山荘」 

(3)設 備 

【解体処理施設】 

 荷受室、食品取扱室〔枝肉への加工〕 

 面積：１１.６㎡（解体処理室５.３９㎡＋既存室６.２１㎡）         

大型冷蔵庫（原料保存用冷蔵室、食肉保存用冷蔵室） 

【加工処理施設】 

 カット室〔脱骨、ブロック肉等加工処理〕 

 面積：１５.０１㎡（加工室７.４５㎡＋通路７.５６㎡） 

 金属検知器、大型冷凍庫、真空パック器、計量器、ミートチッ

パー、乾燥機、スライサー 

生産・販売

への支援 

ジビエの生産・販売を促進させるため、鳥獣被害総合防止対策交

付金を活用し、当該施設において食肉加工や商品開発に使用する

新規施設・設備の導入費等を支援する。 
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８．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 伊勢原市有害鳥獣対策協議会 

 

構成機関の名称 役 割 

湘南農業協同組合 ・伊勢原市有害鳥獣対策協議会事務局 

・４地区有害鳥獣対策協議会事務局 

・被害対策支援 

・被害対策研修会等の開催 

・わな免許講習会の開催 

４地区有害鳥獣対策協議会 

（大山・高部屋・比々多・成瀬地区） 

・広域獣害防止柵の維持管理 

・有害鳥獣等の捕獲 

・サルの組織的な追い払い 

・被害対策研修会等の開催 

ＪＡ湘南生産組合 ・農作物被害報告の収集 

・被害対策調査研究 

神奈川県猟友会伊勢原支部 

各地区有害駆除班 

・鳥獣生息調査 

・有害鳥獣等の捕獲 

伊勢原市園芸協会 ・情報連携 

・被害対策調査研究 

伊勢原市畜産会 ・情報連携 

・被害対策調査研究 

伊勢原市森林組合 ・情報連携 

・森林被害対策調査研究 

学識経験者 ・伊勢原市鳥獣被害防止計画への指導や助

言 

・伊勢原市有害鳥獣対策協議会が行う対策

事業の企画立案 

伊勢原市農業委員会 ・情報連携 

・遊休農地の対策 

伊勢原市 

（農業振興課） 

・伊勢原市鳥獣被害防止計画の策定 

・伊勢原市ニホンザル管理事業実施計画及

び伊勢原市ニホンジカ管理事業実施計画、

伊勢原市アライグマ防除実施計画作成 

・被害対策支援 

・関係機関調整 

・鳥獣被害対策実施隊庶務 

・伊勢原市有害鳥獣対策協議会会計事務 
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（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

神奈川県環境農政局 

緑政部自然環境保全課野生生物グループ 

被害状況集計、情報提供 

神奈川県環境農政局 

緑政部自然環境保全課平塚駐在事務所 

（かながわ鳥獣被害対策支援センター） 

対策提案、対策指導、技術支援、

情報提供 

神奈川県湘南地域県政総合センター 

環境部環境調整課 

被害状況集計、情報提供 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

名称 伊勢原市鳥獣被害対策実施隊 

沿革 

平成２４年１１月設置（市職員のうち市長が指名した職員） 

平成２６年４月民間隊員（神奈川県猟友会伊勢原支部支部長推薦者で市

長が任命したもの）を追加配置 

隊員 

(1)令和４・５年度 行政隊員９名、民間隊員２３名、合計３２名 

(2)隊員の選出について 

・市の職員のうち市長が指名する者 

・神奈川県猟友会伊勢原支部の会員のうち、有害鳥獣駆除活動を経験

した者で防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組

むことが見込まれ、神奈川県猟友会伊勢原支部長が推薦する者 

・伊勢原市有害鳥獣対策協議会の委員のうち、防止計画に基づく被害

防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、伊勢原市有害

鳥獣対策協議会会長が推薦する者 

活動 

(1) 生息情報収集と被害調査 

(2) 捕獲活動 

(3) わなの見まわり 

(4) 追払活動（ニホンザル、ツキノワグマ等） 

(5) 技術向上と普及指導 

(6) 鳥獣被害防止柵（広域獣害防止柵・侵入防止柵）の設置 

(7) 緊急出動・その他 
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（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

◆伊勢原市有害鳥獣対策協議会 

目的 
有害鳥獣による農林畜産物の被害防止策を講ずるとともに、野生鳥

獣の保護との調和を図りつつ、農業経営の安定と発展を図る。 

内容 

(1)被害の実態把握 

(2)被害防止に関する諸施策の実施 

(3)有害鳥獣捕獲の講習会等の実施 

(4)関係機関等との連絡調整 

設置 平成５年５月 11 日設置 

構成 

農協（役員・担当理事）、地区有害鳥獣対策協議会長、園芸協会、

畜産会、生産組合、森林組合、農業委員会、鳥獣保護員、猟友会（有

害駆除班）、学識経験者、伊勢原市(農業振興課)、オブザーバー（神

奈川県農業技術センター、神奈川県湘南地域県政総合センター環境

部及び農政部、伊勢原警察署 

役員 

〔会長〕湘南農業協同組合組織営農経済担当常務 

〔副会長〕市経済環境部長 

生産組合長会会長連絡協議会代表（伊勢原地区） 

事務局 
ＪＡ湘南組織農政部農政対策課 

（会計担当：伊勢原市農業振興課） 

 

■地区有害鳥獣対策協議会 

設置地区 大山、高部屋、比々多、成瀬地区に設置 

構成員 ＪＡ湘南役員、地区生産組合、地区生産部会、自治会等で構成 

事務局 ＪＡ湘南各支店 

 

９．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

この計画に記載した事項以外の被害防除対策について、関係機関と連携しなが

ら効果的な方法を検討し実施していく。 

 


